
「書類提出」通知メール後の流れについて 

(受注者発議の場合) 

1. 「書類提出」の通知メールが届いていても、主任技術者が決裁をしていない状態では 

発注者側は閲覧することができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 主任技術者が決裁を完了すると、発注者側でも閲覧が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
閲覧できる 

発注者は閲覧できない 

書類提出 

現場代理人 

主任技術者 監督員 主任監督員 総括監督員 

「書類提出」通知メール送付 

現場代理人 主任技術者 

承認 

監督員 主任監督員 総括監督員 

決裁依頼メール 

決裁依頼メール 

監督員に決裁権が

移動します。 



 

(発注者発議の場合) 

1. 「書類提出」の通知メールが届いていても、総括監督員が決裁をしていない状態では 

受注者側は閲覧することができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 総括監督員が決裁を完了すると、受注者側でも閲覧が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閲覧できる 

閲覧できる 受注者は閲覧できない 

書類提出 

監督員 

主任監督員 総括監督員 現場代理人 主任技術者 

「書類提出」通知メール送付 

決裁依頼メール 

承認 承認 

監督員 主任監督員 総括監督員

現場代理人 主任技術者 

決裁依頼メール 

現場代理人に決裁権

が移動します。 


